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世
界
人
権
宣
言
60
周
年

今
年
は
、
世
界
人
権
宣
言
が
国
連
で
採
択

（
１
９
４
８
年
12
月
10
日
）
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ

う
ど
60
年
に
当
た
り
ま
す
。

『
宣
言
』
は
、
国
際
的
人
権
基
準
と
し
て
世

界
中
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
未
来
へ
と
受
け
継
が

れ
て
い
く
べ
き
「
人
類
共
通
の
財
産
」
で
す
。

第
一
条
は
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、
尊
厳
と
権

利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
」、
そ
し
て
第
二

条
の
一
項
で
は
「
す
べ
て
の
人
は
、
人
種
、
皮

膚
の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
上
そ
の
他

の
意
見
、
国
民
的
若
し
く
は
社
会
的
出
身
、
財

産
、
門
地
そ
の
他
の
地
位
ま
た
は
こ
れ
に
類
す

る
い
か
な
る
事
由
に
よ
る
差
別
を
も
受
け
る
こ

と
な
く
、
こ
の
宣
言
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
権
利

と
自
由
と
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し

て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
人
間
の
平
等
を
実
現
す
る
う
え

で
、
性
に
よ
る
差
別
の
禁
止
は
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

可
児
市
だ
れ
も
が
輝
く

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
条
例

可
児
市
に
お
い
て
は
、
平
成
19
年
７
月
１
日

に
施
行
し
た
『
可
児
市
だ
れ
も
が
輝
く
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
条
例
』
の
基
本
理
念
に

「
性
別
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と

な
く
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
こ

と
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

21
世
紀
は
、
人
権
の
世
紀
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
一
人
一
人
が
、
す
べ
て
の
人
々
の

平
等
な
権
利
が
守
ら
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
、
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
重
要
と
い
え
ま

す
。女

性
と
人
権

昨
年
、
市
で
は
「
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る

市
民
意
識
調
査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
中

で
、「
女
性
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
と

感
じ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

（
下
表
参
照
）

女
性
は
「
男
女
の
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担

を
押
し
付
け
る
こ
と
（「
男
は
仕
事
、
女
は
家

庭
」
な
ど
）」
が
47
・
７
％
と
最
も
高
く
な
っ

て
お
り
、
男
性
は
「
痴
漢
や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
」

が
38
・
３
％
と
、
最
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
そ
の
他
」
以
外
の
問
い
す
べ
て
で
、

女
性
の
回
答
の
割
合
が
上
回
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
人
権
を
阻
害
す
る
行

為
や
、
社
会
的
要
因
が
日
常
生
活
の
中
に
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。

人
権
週
間
・
パ
ネ
ル
展
示

人
権
週
間
の
期
間
は
、
可
児
市
人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
や
、
人
権
擁
護
委
員
の
皆
さ
ん
が
、
行

事
や
啓
発
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

期
間
中
、
市
役
所
に
お
い
て
も
、
１
階
ロ
ビ

ー
で
、
高
橋
由
為
子
さ
ん
の
イ
ラ
ス
ト
に
よ
る

『
な
る
ほ
ど
ジ
ェ
ン
ダ
ー
パ
ネ
ル
展
』
を
開
催

し
ま
す
。
社
会
通
念
や
慣
習
の
中
に
は
、
社
会

に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
男
性
像
」「
女

性
像
」
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
男
性
、
女
性
の

別
を
「
社
会
的
性
別
」（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
と
い

い
ま
す
。「
社
会
的
性
別
」
は
、
そ
れ
自
体
に

良
い
、
悪
い
の
価
値
を
含
む
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
表
現

し
た
高
橋
さ
ん
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
女
性
と
人
権

に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
ま

す
。ま

た
、
同
時
に
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
の
展
示

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
出
か

け
く
だ
さ
い
。

女
性
の
人
権
に
関
す
る
相
談

自
分
で
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
や
、

誰
か
に
相
談
し
た
い
時
の
た
め
に
、
電
話
相
談

や
近
く
で
相
談
で
き
る
窓
口
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

12
月
４
日
か
ら
10
日
は
『
人
権
週
間
』
で
す
。
人
権
と
は
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
自
分
ら
し
く
幸
せ
に
生
き
る
権
利
の
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
、「
偏
見
」
や
「
い
じ
め
」、「
差
別
」
と
い
っ
た
人
権
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

性
に
つ
い
て
も
、「
女
性
だ
か
ら
」、「
女
の
く
せ
に
」
と
、
今
な
お
、
社
会
に
は
男
女
の
固
定
的
役
割
分
担
意
識
や
慣
行
が
根
強
く
残
り
、
真

の
男
女
平
等
に
は
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
女
性
の
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
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家庭内などでの妻（恋人など同居の人間も含む）への暴力 

 

痴漢やストーカー行為 

性風俗営業 

ヌードを主にした雑誌やビデオ放映、アダルトビデオ 

 

内容に関係なく、女性の体やしぐさを使用した広告など 

職場などにおける性別による差別待遇 

その他 
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職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント 
（セクハラ・性的いやがらせ） 

 

男女の固定的な性別役割分担を押し付けること 
（「男は仕事、女は家庭」など） 

テレビや新聞、インターネット等における 
女性を蔑視（べっし）するような表現や扱い 

 

　女性 

　男性 

●問合先　総合政策課 

※相談日時等は変更になる場合もあります。 

ＤＶ、生き方や家族、

人づきあいのことな

ど 

法律相談 

（面接） 
 

 

電話相談 

 

こころの相談 

（面接） 

 

仕事に関する相談 

（面接） 

 

法律相談 

（面接） 
 

 

 

 

ＤＶ（配偶者、恋人

からの暴力）など 
 

 

 

 

 
ストーカー相談 

（電話相談） 

相談内容 

人権に関すること 

相談員 電話・連絡先 相談機関 

毎月第２土曜日 

午後１時30分～４時30分 

場所　文化創造センター 

毎月第２土曜日 

午後３時～５時　要予約 

場所　文化創造センター 

日曜日～木曜日 

午前９時～正午、午後１時～５時 

 

毎月　第１火曜日と第３日曜日 

午後１時～４時 

 

毎月　第２火曜日 

午後１時～４時 

 

毎月　第４月曜日 

午後１時～４時 

 

月曜日～金曜日 

午前８時30分～午後５時 

 

月曜日～金曜日 

午前８時30分～午後５時 
 

午前９時～午後９時（土・日・祝日

は午後５時まで） 

面接相談は平日午前９時～午後５時 

月曜日～金曜日 

午前８時30分～午後５時 

 

市総合政策課 

 

市総合政策課 

第２月曜日 

午前８時30分予約受付開始 

 

 

 

 

1058（274）7377電話相談 

場所　県民ふれあい会館内 

　　　（岐阜市・県庁西） 
 

 

 

 

 

 

市こども課 

 

 

1058（274）7377電話相談 

（来所相談は予約してください） 

場所　県福祉・農業会館内 

　　　（岐阜市・県庁西） 

 

 

10120（794）310

専任アドバ
イザー 
 
 
女性弁護士 
 
 
女性相談員 
 

女性カウン
セラー 
 

女性カウン
セラー 
 
 
女性弁護士 
 
 
家庭相談員 
 
 
 

女性相談員 
 
 
 
 
専門相談員 
 

男女共同参画・交流サロン 

（可児市） 

 

男女共同参画・法律相談 

（可児市） 

 

岐阜県男女共同参画プラザ 

電話相談 

 

岐阜県男女共同参画プラザ 

こころの相談 

 

岐阜県男女共同参画プラザ 

チャレンジ（しごと）支援相談 

 

岐阜県男女共同参画プラザ 

法律相談 

 

家庭児童相談室 

（可児市） 

 

 
岐阜県女性相談センター 

 

配偶者暴力相談支援センター 

（岐阜県） 

 

岐阜県警察ストーカー相談

110番 

 
労災、不当解雇、職

場のいじめ 

セクハラ、性による

差別、育児・介護休

業 

労働に関すること 

月曜日～金曜日 

午前８時30分～午後５時15分 

 

月曜日～金曜日 

午前８時30分～午後５時15分 

 

10572（22）6381 

場所　多治見労働総合庁舎 

　　　（多治見市音羽町5-39-1） 

1058（263）1220 

場所　明治安田生命岐阜金町ビル内 

　　　（岐阜市金町4-30） 

 
相 談 員  
 
 
相 談 員  

 

多治見労働基準監督署 

 

 

岐阜労働局雇用均等室 

市は、女性の人権問題のほかにも、困りごと、迷いごとなどの無料相談窓口の紹介を行って

います。お気軽にご利用ください。 

詳しくは、ホームページ(http://www.city.kani.lg.jp/shisei/soudan/siminsoudan.htm) 
をご覧いただくか、まちづくり推進課（1◯62 １１１１）へお問い合わせください。 

相談時間など 

女性の人権に関する無料相談窓口 
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す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て℡058(278)0858 電話相談場

所　県民ふれあい会館内
（岐阜市・県庁西）
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